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事業名 一般国道 １１８号 事業 一般国道 事業 福島県若 松 西バイパス
わかまつにし

区分 主体
起終点 自：福島県 延長会津若松市門田町

あいづわかまつ もんでんまち

至：福島県 ６．８km会津若松市町北町
あいづわかまつ まちきたまち

事業概要
国道１１８号は茨城県水戸市を起点とし、福島県会津若松市に至る延長約２１０ｋｍの主要な幹線道路

であり、広域的な連携・交流を促す重要な路線である。若松西バイパスは、会津若松市中心市街地の混雑
の解消と磐越道会津若松ＩＣへのアクセス向上を目的とした、延長８．２ｋｍの４車線道路である。
Ｓ６３年度事業化 Ｈ 年度都市計画決定 Ｈ１年度用地着手 Ｈ８年度工事着手

（Ｈ 年度変更）
全体事業費 約１１９億円 事業進捗率 ７４％ 供用済延長 ３．１km
計画交通量 １５，６６０台／日
費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 総便益 基準年(残事業)/(事業全体) (残事業)/(事業全体)
分析結果 ２．２ ２８ /１４８億円 ３０１ /３２４億円 平成１６年(事業全体)

億円 走行時間短縮便益：283 / 3 0 5億円事 業 費：24 /140
億円 走行費用減少便益： 1 7 / 15億円(残事業) １０．７ 維持管理費： 4 / 8

交通事故減少便益： 1 / 4億円
事業の効果等
・都市の再生（会津若松中心市街地の交通混雑が解消される）
・円滑なモビリティの確保（磐越自動車道会津若松ＩＣへのアクセスが改善される） 他２項目に該当
関係する地方公共団体等の意見
国道１１８号は、地域交流の促進に重要な役割を果たすことが期待されており、会津若松商工会議所会頭
をはじめとする商工会および市議会議員で構成される会津地区道路整備促進期成同盟会より早期整備の要
望（平成１７年１月１３日）を受けている。
事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
緊急輸送道路第一次確保路線（平成９年度）に位置付けられ、より一層重要性が増している。
事業の進捗状況、残事業の内容等
これまでに、用地買収が８３％進捗し、主要構造物である飯寺跨線橋を含む起点側延長３．１ｋｍを供用
している。残る延長３．７ｋｍ区間については （仮）新湯川橋と前後改良舗装工が残る。、
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
平成２０年度までに用地買収を終了する予定であり、今後は改良工事を促進し、平成２２年度の全線供用
予定である。
施設の構造や工法の変更等
再生路盤材等の利用を積極的に進め、コスト縮減を図っている。
対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の状況を勘案すれば、当初から事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。
事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。


